
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★手順１：横浜市電子申請システムへの利用者登録 

※他の手続き等で既に登録を行ったことがあり、事業者（園）として利用者 ID を 

お持ちの方は手順２へお進みください。 

 

① 通知文に記載の二次元コード等で横浜市電子申請システムへアクセス 

 

 

② 画面右上の「新規登録」をクリック 

 

 

 

 

③ 右下の「事業者として登録する」 

をクリック 

④ 「利用規約に同意します」に 

チェックし、「利用者の登録を開始 

する」をクリック 

 

 

インターネット申請の手順について 

別紙２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ メールアドレスを入力し、「登録する」をクリック 

※担当者個人のメールアドレスは出来るだけ避け、 

園としてのメールアドレスをご登録ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑥ 登録したメールアドレス宛に送信された認証コードを入力してください 

 

 

 

 

 

 

⑦ 利用者情報を登録して進んでください。 

※必須と表示されている項目は必ず入力してください。 

※パスワードがわからなくならないよう、職員間で情報を共有してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 「本登録の完了」と表示されたら、手順２にお進みください 

※登録したメールアドレスとパスワードは、職員間で共有してください 

 



★手順２：幼児訪問指導「募集フォーム」への入力 
 

 

① 手順１で登録したメールアドレスとパスワードでログインし、各設問に回答してくだ

さい 

② 以下の画面が表示されたら申し込みが完了です。 

 

 

 

 

 

 

当落通知は申込番号で行います。 

当落確認に申込番号が必要になりますので必ず記録するようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

★番外編：申込内容の確認や修正を行う場合 
 
 
① 横浜市電子申請システムへログイン後、 

 アカウント名をクリック 

 

② 利用者メニュー「申請履歴・委任状の確認」の 

「申請履歴一覧・検索」をクリック 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 申込一覧が表示されるので、申込内容を修正する場合は、申込をクリック 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「この申請を取り下げる」 

を選択し、取下げを完了させる 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

④ 次に、「申請履歴一覧・検索」で申請が取下げ出来ていることを確認し、 

取り下げた申込をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 下までスクロールし、「申請内容を使用して新しく申請する」を選択し、再度申し込み

を行ってください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご不明な点がございましたら、お電話かメールで 

お問い合わせくださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

【お問合わせ先】 

横浜市道路局道路政策推進課 幼児指導担当 

TEL：０４５－６７１－２３２３ 

メール：do-youji@city.yokohama.lg.jp 

（お問い合わせの際は、「幼児指導担当」宛にお願いします。） 


